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１ 作成の目的 

本校（茅野高校）の教職員一人ひとりが、いじめへの適切な対応と生徒自らいじめを解決する

力を身に付けるための指導の在り方等について理解し、それらに基づいた着実な実践を通して、

いじめの未然防止、早期発見・早期解決のための取り組みを積極的に行い、いじめの根絶を図

る。 

ここに、いじめを絶対に許さないこと、生徒が安心して健全な高校生活を送れるような学校づ

くりをするためにこれを作成し、保護者や同窓生・地域と連携していくことを表明する。 

２ 「いじめ」の定義 

  いじめ防止対策推進法 第２条 

この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍して

いる等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える

行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童

等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

  この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。 

 

●いじめの進行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「いじめ」は見えにくく些細な事から始まる。とりわけ生徒間で関係ができつつある際に、「ノ

リ」や「ふざけて」という段階から、やがて叱責やいじわる、悪口や無視につながっていくこと

が少なくない。さらに複数の者や集団から、繰り返し、物理的、暴力的苦痛を与えるなど刑法に

違反する行為にまでエスカレートしていく危険性もある。 

「いじめかいじめでないか」は、人によって感じ方、とらえ方が様々であり、判断が非常に難

しい場合がある。大切なことは、いじめ防止対策推進法に基づき、いじめにつながる可能性があ

るすべての事例に対して、適切に対応することだと考える。個々の行為が「いじめ」に当たるか

否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた生徒の思いや主張をまず聞くこと

から判断していくものとする。 

第 1 段階 

ふざけ 
ノリ 

遊び いたずら 

 

第 2 段階 

いじわる からかい 

悪口無視 けんか 

第 3 段階 

暴行罪 

傷害罪 等 

心理的・物理的 

刑法に反する程度 
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●いじめの構造理解と持つべき基本認識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●いじめの態様と関連法規 

いじめの態様 関係する刑法の罪名と条文 [注：親告罪（被害者が告訴しなければ公訴を提起することができない犯罪）] 

 

 

心

理

的

苦

痛 

脅し文句 
刑法 222 条（脅迫） 生命，身体，自由，名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅

迫した。 

いやなことや恥ずかしいこと，

危険なことをされたり、させた

りする。 

刑法 223 条（強要） 生命，身体，自由，名誉若しくは財産に対し害を加える

旨を告知して脅迫し，又は暴行を用いて，人に義務のないことを行わせ，又は

権利の行使を妨害した。 

刑法 176 条（強制わいせつ） 13 歳以上の男女に対し，暴行又は脅迫を用い

てわいせつ行為をした。 [親] 

言葉による冷やかしからかい，仲

間外れ，無視，PC や携帯電話に

よる誹謗中傷 

刑法 230 条（名誉毀損） 公然と事実を摘示し，人の名誉を毀損した。[親] 

刑法 231 条（侮辱） 事実を摘示しなくても，公然と人を侮辱した。[親] 

物

理

的 

金品を隠されたり，盗まれたり，

壊されたり，捨てられたりする 

刑法 235 条（窃盗） 他人の財物を窃取した。 

刑法 261 条（器物損壊等）他人の物を損壊した，傷害した。[親] 

金品をたかられる 刑法 235 条（窃盗） 他人の財物を窃取した。 

暴

力

的 

ぶつかられたり，遊ぶふりをして叩

かれたり，蹴られたりする。嫌なこと

恥ずかしいこと危険なことをされた

り，させられたりする。 

刑法 204 条（傷害） 人の身体を傷害した。 

刑法 205 条（傷害致死）身体を傷害し，よって人を死亡させた。 

刑法 208 条（暴行） 暴行を加えたが，人を傷害するに至らなかった。 

そ

の

他 

刑法 130 条（住居侵入等）正当な理由がないのに，人の住居若しくは人の看守する邸宅，建造物若しくは艦船に

侵入し，又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなった。 

刑法 202 条（自殺関与） 人を教唆(飛び降りろなどと言う)して自殺を促した｡ 

刑法 41 条（責任年齢） 14 歳に満たない者の行為は，罰しない。 

いじめる側の心理には、不安や葛藤、劣等感、

欲求不満などが潜んでいることが少なくなく、

対応の方向性への示唆が得られるだけでなく、

その視点から生徒を観ることでいじめの未然

防止にもつながる。 

 

  
加害者 被害者 観衆 傍観者 

【暗黙の支持】・やめろと言え

ない・無関心を装う・関わり合

いたくない・仕返しが怖い等 

【いじめを助長】・はやし立て

て面白がる・何となく皆に合

わせる・ﾀｰｹﾞｯﾄは自分でない

と安心・間違った正義感等 

①心理的ストレス（過度のストレスを集団内の弱い者への攻撃によ

って解消しようとする）②集団内の異質な者への嫌悪感情（凝集性

が過度に高まった学級集団などにおいて、基準から外れた者に対し

て嫌悪感や排除意識が向けられる）③ねたみや嫉妬感情④遊び感覚

やふざけ意識⑤いじめの被害者となることへの回避感情など 
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●保護者の役割とネットいじめ等に際しての相談窓口 

 

長野県と長野県教育委員会の「いじめ防止等のための基本的な方針」（平成 30年３月改定）に

は、いじめに関して保護者の役割を次のように定めている（下線は引用者）。 

 

 

 

 

 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに昨今、インターネットを利用したいじめや違法行為が発生しているため、「青少年が

安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」において、インターネッ

トの利用について次のように定めている（下線は引用者）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各家庭の教育方針により、スマホやインターネットの契約の種類、フィルターの利用の有無等

は様々であり、本校は学校としてはそれらを定めてはいない。しかし、生徒が被害者や加害者、

場合によっては犯罪者になる可能性もあるため、インターネットを利用したいじめ等において学

校が保護者に対して依頼や助言する場合があり得る。 

警視庁は、次のページのような相談、通報の窓口を紹介している。 

（https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/countermeasures/defamation.html） 

保護者は、子どもの教育について第一義的な責任を有することを認識し、子どもたちが安

心して生活できる環境を整え、温かな人間関係の中で、子どもに思いやりの心や、規範意

識、正義感などを育む。 

また、子どもの誰もが「いじめる側」にも「いじめられる側」にもなる可能性があること

を理解し、寄り添い、支えることが必要。 

・日ごろから子どもが悩みを相談しやすいような雰囲気づくりに努めるとともに、保護者

自身も困ったときに子育てに関する専門機関に相談する。 

・子どもと共に過ごす時間を大切にし、子どもを理解するとともに、子どもの変化やＳＯ

Ｓに気付くよう努める。 

・基本的な生活習慣の確立や、情報器機の使用のルールを子どもとともに考えるなど、家

庭におけるルールづくりに努める。また、保護者自身もインターネットの適正利用に関

わる知識を身につけるための研修会等に積極的に参加する。 

・学校の教育方針や教育活動への理解や協力に努めるとともに、ふだんから学校とコミュ

ニケーションをとるよう心がける。 

 

 

（保護者の責務） 

第六条 保護者は、インターネットにおいて青少年有害情報が多く流通していることを認識

し、自らの教育方針及び青少年の発達段階に応じ、その保護する青少年について、

インターネットの利用の状況を適切に把握するとともに、青少年有害情報フィルタ

リングソフトウェアの利用その他の方法によりインターネットの利用を適切に管理

し、及びその青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得の促進に努める

ものとする。 

    保護者は、携帯電話端末及びＰＨＳ端末からのインターネットの利用が不適切に行 

われた場合には、青少年の売春、犯罪の被害、いじめ等様々な問題が生じることに 

特に留意するものとする。 

（青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律） 

 

 

 

https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/countermeasures/defamation.html
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３ いじめ防止基本方針 

（１） いじめは、「どの学校でも、どの子どもにも起こり得る」「本人がいじめと感じればそれは 

いじめである」ことを、全教職員が基本認識として確認する。 

・日頃から、生徒が発するサインを見逃さないようにして、いじめの早期発見に努める。 

・けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している可能性に留意し、生 

徒の言動を継続して注視する。 

（２）「いじめは絶対に許されない」という意識を、教職員が認識するとともに、「いじめは絶対

に許さない」という毅然とした姿勢、メッセージを生徒に伝え、未然防止を念頭におく。 

・教職員が、事後対応より以前に、未然防止が重要であることを意識して日頃の指導にあたる。 

・いじめの未然防止は、教職員による日常の授業や人権教育、生徒支援や特別活動等の成果でもある 

ことを共有する。 

（３） 教職員の生徒一人一人を大切にする意識や、日常的な態度が重要であり、生徒の日常の言動に

影響を与える教職員自身が認識する。 

（４）いじめが解決したと見られる場合でも、教職員の気づかないところで、陰湿ないじめが続 

いていることも少なくないことを認識する。 

・一場面での指導により解決したと即断することなく、継続して十分な注意を払い、折り 

に触れて必要な指導を行う。 

・いじめ解消の定義を、「いじめに係る行為が少なくとも３ヶ月を目安として止んでいるこ

と」及び「被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと」、と規定する。 

（５）定期的な調査だけでなく、必要に応じて細かな実態把握に努め、情報を全教職員で共有する。 

・いじめ防止対策推進法第 23条の規定に鑑み、教職員はいじめの情報を学校内で確実に共 

有する。 

・生徒が発するサインを見逃さないよう、生徒の実態に併せて調査を実施し、全教職員の 

共通理解のもと、迅速に対応する。 

（６）いじめ問題の重大性を全職員が認識し、特定の教員が抱え込むことなく、学校全体で積極 

的に対応する。 

・職員間の報告や連絡を密に行い、いじめ防止対策委員会を中心とした組織で意図的・計 

画的・抜本的な指導計画の元に指導を進める。 

（７）学校として特に配慮が必要な以下の生徒について適切な支援と組織的指導を行うものとする。 

 ・発達障がいを含む障がいのある生徒 

 ・海外から帰国した生徒や外国人の生徒、国際結婚の保護者を持つなどの外国につながる 

生徒 

   ・性的指向・性自認に係る生徒 

   ・災害等により被災および避難した生徒 
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○SNSなどを通したインターネット関連のいじめの対応について 

●ネットいじめの特徴  

・不特定多数から絶え間なく誹謗中傷が行われ、短期間で極めて深刻なものとなり得る点。 

・匿名性が高く、扱いが容易なため誰もが被害者や加害者となる点。 

・インターネット上に掲載された個人情報や画像などは、情報の加工が容易であることから、

いじめの対象として悪用されやすく、回収することが非常に困難である点。 

・保護者や教師などの身近な大人が、生徒のスマートフォンやパソコン機器等の利用状況を把

握することが困難で、詳細な確認ができないためにネットいじめの早期発見や実態解明が難

しい点。 

 

●具体例 

・ＳＮＳ等への誹謗中傷の書き込み、個人情報の掲載、グループからの仲間はずし等 

・メールやアカウントのなりすまし、不適切な動画や画像の送付や拡散、悪口のメッセージ送信等 

 

●ネットいじめが発生した場合の対応について（通常のいじめ対応とは異なる点について） 

（１）証拠の保全・記録 

  ①被害者生徒や保護者の了承の下、発見日時等の記録（ＵＲＬの記録、ウェブページの印刷

とファイル保存、プリントスクリーン機能やデジタルカメラによる記録等）を保存 

  ②発見までの経緯、加害者の心当たり、他の生徒の状況等を確認 

（２）削除依頼 

  ①（加害者特定が可能な場合）当該生徒に削除させる。 

 ②（加害者特定が不可能な場合）被害生徒の心情や状況に応じて、削除依頼を迅速に行うこ 

とが適当、経過観察が適当、無視することが適当等について、タイミングをはかりながら 

削除依頼を行う。削除依頼は被害生徒本人から行うことを原則とするが、学校や教育委員会か 

ら依頼することもできる。 

（３）削除依頼の手順（順序） 

  ①当該ページの管理者へ削除依頼、

応じない場合は②プロバイダ（サイ

ト管理者）へ削除依頼。 

それでも難しい場合は、法務局、地

方法務局へ、緊急の場合は県警サイ

バー犯罪対策室及び教学指導課心の

支援室へ相談する。 

 

（４）指導 

  状況が把握でき、拡散等の被害の拡

大を防いだ上で関係者への指導を行

う。 
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４ 重大事態に係る対応 

いじめの重大事態については、本基本方針及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライ

ン（平成 29 年３月文部科学省）」「不登校重大事態に係る調査の指針（平成 28 年３月文部科学

省）」に基づき、適切に対応することが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 学校の対応 

学校は、事実関係が確定した段階で重大事態としての対応を開始するのではなく、「疑い」が生

じた段階で調査を開始。また、不登校重大事態の場合は、欠席の継続により重大事態に至ること

を早期の段階で予測できる場合も多いと思われることから、重大事態に至るよりも相当前の段階

から設置者に報告・相談するとともに、迅速かつ適正に組織的対応をする。 

○ 事案発生直後に教職員の共通理解を図り、速やかに「いじめ防止対策委員会」を中核としが、

対応チームを組織する（自殺や自殺未遂があった場合は「危機対応チーム」）。 

○ 関係児童生徒への事実確認と関係児童生徒の保護者への迅速な連絡、連携した支援・指導 

○ 関係機関等（警察・医療・消防・教育委員会・PTA 等）への緊急連絡と支援の要請、連携、

体制構築 

○ いじめられた児童生徒の安心・安全の確保 

「あなたは悪くない、必ず守り通す｣というメッセージを伝え、安全・安心を確保し、学習やそ

の他の活動が安心して行える環境を整備。学校体制での見守りと、スクールカウンセラー等

による心のケアを継続 

○ いじめた児童生徒への指導 

いじめを完全にやめさせ、自分の行為の責任を自覚させる指導を、健全な人間関係を育むこ

とができるような配慮のもと継続 

〇 学校設置者への報告等 

 重大事態が発生した場合には、県立高等学校は設置者である県教育委員会へ速やかに報告す 

る。学校の設置者は調査の主体を判断し、学校の設置者又は学校の下に、速やかに組織を設け、 

事実関係を明確にするための調査を行う。 

 生徒や保護者から学校に対して「いじめにより重大事態が生じた」旨の申し立てがあった場 

合、学校がその時点で「いじめではない」「重大事態とは言えない」と考えている場合でも、重 

大事態が発生したものとして報告、調査等にあたる必要がある（※下線部）。 

〈重大事案とは〉 

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いが

あると認めるとき。 

○ 児童生徒が自殺を企図した場合    ○ 身体に重大な傷害を負った場合 

○ 金品等に重大な被害を被った場合   ○ 精神性の疾患を発症した場合 

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされて

いる疑いがあると認めるとき。 

○年間 30日を目安とする。ただし、一定期間連続して欠席しているような場合などは迅速

に報告、調査 

※その他、児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあった場合 

 

内部資料が含まれるため非公開 
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５ いじめ発生時の具体的な手順および配慮事項 

１ いじめ情報のキャッチと報告 

・いじめが疑われる言動を目撃、生徒や保護者からの訴え、アンケートから発見、同僚からの 

情報提供など、いじめの情報をつかんだら、直ちに生徒指導主事、学年主任、教頭へ報告する。 

・職員が独断で判断し解決を焦らないことが肝要で、必ず報告し、組織的に対処する。 

 

２ 事実の正確な把握 

・いじめの状況、いじめのきっかけ等をじっくり聴き、事実に基づく指導を行えるようにする。 

・聴取は、被害者→周囲にいる者（冷静に状況をとらえている者）→加害者の順に行う。 

 

＜事情聴取の際の留意事項＞ 

○関係した生徒から事実の確認・５Ｗ１Ｈ（いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どうした）を

する。 

○関係した生徒が複数の場合は、別々の部屋で行う。 

○いじめられている生徒や、周囲の生徒からの事情聴取は、人目につかないような場所や時間

帯に配慮して行う。 

○安心して話せるよう、その生徒が話しやすい人や場所などに配慮する。 

○生徒指導主事等が、それぞれの情報を整理し、一致しない点があれば担当者に、どこの部分

を再度確認するのかを指示する。 

○情報提供者についての秘密を厳守し、報復などが起こらないように細心の注意をはらう。 

○事実の確認は生徒指導主事等の指示で同時に終わるようにする。その後、関係の生徒を集め

ての事実の確認や指導を行う場合もある。 

○必要に応じて、保護者に連絡する。特に、関係の生徒の帰宅時間が遅くなる場合は、家庭へ

の連絡を行い、保護者の了承を得る。 

○聴取を終えた後は、保護者に生徒の迎えを依頼し、その際に教員が保護者に直接説明する。 

説明する教員は複数名の方が適切である。 

 

３ いじめ防止対策委員会を招集し、対応方針・役割分担を決定 

(1) いじめ防止対策委員会を招集 

・教頭又は校長は、委員会メンバーである教頭、生徒指導主事、生徒相談担当、学年主任、養

護教諭等を速やかに、可能であればその日のうちに招集し、以下について確認をする（ｐ

15のフローチャート図を参照）。 

 (2) 情報の整理 

・いじめの態様、関係者、被害者、加害者、周囲の子どもの特徴について情報を共有する。 

(3) 対応方針の決定 

・緊急度の確認「自殺」、「不登校」、「脅迫」、「暴行」等の危険度を確認 

・事情聴取や指導の際に留意すべきことを確認 
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(4) 役割分担 

・被害者からの事情聴取と支援担当 

・加害者からの事情聴取と指導担当 

・周囲の生徒と全体への指導担当 

・保護者への対応担当 

・関係機関への対応担当 

 

４ 臨時（緊急）職員会 

・いじめ防止対策委員会が必要だと判断した場合には、臨時（緊急）の職員会を開催する。 

・情報を共有し、経緯や疑問点の整理と確認を行い、多くの目で幅広い観点をもって対応する。 

・指導方針の共通理解と確認を行う。 

・役割分担を確認し、校内の取組および支援体制を全体で取れるようにしていく。 

 

５ いじめの被害者、加害者、周囲の生徒への指導 

(1) 被害者（いじめられた生徒）への対応 

【基本的な姿勢】 

○いかなる理由があっても、いじめられた生徒の心情に寄り添った姿勢を保つ。 

○保護者との連携をはかる。 

○生徒の表面的な変化から解決したと判断せず、支援を継続する。 

【事実の確認】 

○担任を中心に、生徒が話しやすい教師が対応する。 

○いじめを受けた悔しさやつらさにじっくりと耳を傾け、共感しながら事実を聞いていく。 

【支援】 

○学校はいじめた側の言動を絶対に許さないことや今後の指導の仕方について伝える。 

○自己肯定感の喪失を食い止めるよう、生徒のよさや優れているところを認め、励ます。 

○いじめている側の生徒との今後の付き合い方など、行動の行方を具体的に指導する。 

○学校は安易に解決したと判断せず経過を見守ることを伝え、いつでも相談できるように学

校や信頼できる教師の連絡先を教えておく。 

▲「君にも原因がある」とか「がんばれ」などという指導や安易な励ましはしない。 

▲早急な直接対決をさせることは絶対行わない。 

【経過観察】 

○面談や生活記録の交換等を定期的に行い、不安や悩みの解消に努める。 

○自己肯定感を回復できるよう､学校生活での活躍の場や､友人との関係づくりを支援する。 

○グループ（班）替え、座席替え、別室登校も視野に入れる。 

○心に深い傷を負うなど、深刻な被害がある場合は、スクールカウンセラーなどと連携を図る。 

○いじめにかかわった生徒との関係については、本人の意向を尊重し、時間をかけて人間関

係の修復に努める。 

○学級活動、授業中、休み時間等において、いじめを受けた生徒の態度や様子に注意し、教

職員間で情報交換を密にし、定期的に協議する。 

 

内部資料が含まれるため非公開 
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 (2) 加害者（いじめた生徒）への対応 

【基本的な姿勢】 

○いじめを行った背景を理解しつつ、行った行為に対しては毅然と指導する。 

○自分はどうすべきだったのか、これからどうしていくのかを内省を促す。 

【事実の確認】 

○対応する教師は中立の立場で事実確認を行う。 

○話しやすい話題から入りながら、うそやごまかしのない事実確認を行う。 

【指導】 

○被害者の辛さに気付かせ、自分が行った行為の加害性への自覚をもたせる。 

○いじめは決して許されないことをわからせ、責任転嫁等を許さない。 

○いじめに至った自分の心情やグループ内等での立場を振り返らせるなどしながら、今後の

行動の仕方について考えさせる。 

○不平不満、本人が満たされない気持ちなどをじっくり聴く。 

○いじめは、いじめられている生徒の基本的人権を侵害するだけでなく、自らの生き方や在

り方を見失わせる重大な行為であることを理解させる。 

○なぜいじめたかを問い詰めるよりも、いじめをするようになった理由や、いじめでしか自

分を表現できなかった生徒の気持ちを引き出す。 

○いじめは、いかなる理由があっても、決して許される行為ではないことを理解させる。 

○可能な状況になった場合には、いじめた相手と話をする場や謝罪の機会を設けることで、

自らの行為の責任を痛感させ、今後の生活への再始動を促す。 

【経過観察等】 

○面談などを通して、教師との交流を続けながら成長を確認していく。 

○授業や学級活動、クラブ活動等を通して、エネルギーをプラスの行動に向かわせ、よさを 

認めていく。 

○思いやりの心や規範意識の育成を目指し、人間としてとるべき行動について考えさせるよ

うに継続的に指導する。 

○学習活動、生徒会活動、部活動、または、校内外での諸活動等をとおして、本人の所属意

識や自己有用感を高める。 

○教職員が生徒と積極的に人間関係をつくるように努めるとともに、いじめている生徒に対

して豊かな人間性と互いに支え合っていく姿勢を育成する。 

 

(3) 周囲の生徒への対応 

【基本的な指導】 

○いじめは、学級や学年等集団全体の問題として対応していく。 

○いじめの問題に、教師が生徒とともに本気で取り組んでいる姿勢を示す。 

【事実確認】 

○いじめの事実を告げることは、「チクリ」などというものではないこと、辛い立場にある人

を救うことであり、人権と命を守る立派な行為であることを伝える。 

内部資料が含まれるため非公開 
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【指導】 

○いじめはいつでも、誰にでも、起こることを踏まえ、いじめられている生徒の心の苦しみ

を理解させる。 

○周囲ではやし立てていた者や傍観していた者も、問題の関係者として事実を受け止めさせる。 

〇SNS やインターネットの関連するいじめについては、動画や画像、音声等を撮影、拡散し

た者に対して、必要な指導を行う。 

○自分がいじめられている立場だったらどんな気持ちになるかについて、いじめられている

子どもの心の痛みに共感させることをとおして考えさせる。 

○被害者は、観衆や傍観者の態度をどのように感じていたかを考えさせる。 

○これからどのように行動したらよいのかを考えさせる。 

○いじめの発生の誘引となった集団の行動規範や言葉遣いなどについて振り返らせる。 

○いじめを許さない集団づくりに向けた話し合いを深める。 

【経過観察等】 

○学級活動や学校行事等を通して、集団のエネルギーをプラスの方向に向けていく。 

○いじめが解決したと思われる場合でも、十分な注意を怠らず、継続して指導を行っていく。 

○なぜ止められなかったのか、なぜ見て見ぬふりをしてしまったのか等、正義ある行動がで

きなかった自分を見つめることができるよう指導する。 

○自分が標的になることを恐れるあまり、いじめを止めさせることができない場合もあるこ

とから、止める手立て等を具体的に示しながら指導する。 

○学級全体として、いじめのない学校生活にするために自分が果たすべき役割を明確にし、 

行動させる。 

 

６ 保護者への対応 

(1) いじめられている生徒の保護者＜複数で・直接＞ 

・いじめの事実を正確に伝え、保護者の心情を十分に理解するとともに、学校の指導方針を 

説明し「生徒を守る」という姿勢のもとで信頼関係を作る 

・事実が明らかになった時点で、速やかに家庭訪問や面談等を行い、学校で把握した事実を 

伝える。 

・保護者の怒り、不安、悲しみ等を真剣に受け止めるとともに、学校として被害生徒を守り、 

支援していくことを伝える。 

・いじめている生徒や、その他の周辺の生徒に指導を行うことを伝え、被害生徒が安心して 

学校生活を送れるような具体的な改善策を説明する。 

・対応経過をこまめに伝えるとともに、保護者から生徒の様子等について情報提供を受ける。 

・いじめの全貌がわかるまで、相手の保護者への連絡を避けることを依頼する。 

・対応を安易に終結せず、経過を観察する方針を伝え、理解と協力を得る。 

・自己防衛的な発言、被害者の痛みに共感を示さない発言、いじめられた方にも原因があっ 

たなどの発言等、不用意な発言をしない。 

 

内部資料が含まれるため非公開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

(2) いじめている生徒の保護者 

・いじめの事実を正確に伝え、具体的な対処法や今後の生活について指導・助言し、保護者 

の協力を得る。 

・事情聴取後、生徒を迎えに来校してもらい面談又は家庭訪問等を行い、事実を経過ととも 

に伝え、その場において本人が認めた事実について生徒を含めて確認をする。 

・相手の生徒の状況も伝え、いじめの深刻さを認識してもらう。 

・いじめられている生徒の苦しみや辛さを理解してもらい、自らの言動の不適切さを自覚す

ることが大切である。状況 

・誰もが、いじめる側にも、いじめられる側にもなりうることを伝え、学校には事実につい 

て指導し、よりよく成長させたいと考えていることを伝える。 

・いじめはどんな理由であれ許されないことを説明する。一方、いじめの行為そのものは憎 

んでも、いじめている子どもを憎むのではないという認識で話をする。 

・保護者の心情（怒り・情けなさ・自責の念・不安等）を受け止め、共感し、共に生徒を育て 

ていく姿勢で話す。また、家庭への協力事項は、具体的に話す。 

・家庭でも、ただ叱るだけではなく、いじめでしか自己表現できなかった自己の在り方を克 

服するために励ましてもらいたい旨を伝える。 

・事実を認めなかったり、うちの子どもは首謀者ではないなどとして、学校の対応を批判し 

たりする保護者に対しては、あらためて事実確認と学校の指導方針、教師の子どもを思う 

信念を示し、理解を求める。 

 

(3) 保護者との日常的な連携 

・年度当初から、通信や保護者会などで、いじめの問題に対する学校の認識や、対応方針・ 

方法などを周知し、協力と情報提供等を依頼する。 

・いじめや暴力が問題の発生した場合には、いじめられている側、いじめた側にどのような 

支援や指導を行うのか、この資料をホームページに掲載するなどして明らかにしておく。 

 

７ スクールカウンセラー（ＳＣ）との連携 

(1) 情報交換 

・例えば養護教諭であるとか、ＳＣとの窓口を固定化した上で、事案に直接関係する教職員

とともに経緯を説明し、状況把握をする。 

  ・被害生徒の側に立った親身の対応を行う。 

 (2) 心理的ケアの実施 

  ・被害生徒のつらい気持ちを理解し、精神的な支えとなるようにする。 

・ＳＣとの面談が、不安を取り除き、前向きな気持ちになれるような時間となるようにする。 

心を開くことのできる「居場所」の一つとする。 

  ・被害生徒の保護者にも心理的ケアを行うとともに、相談に乗れる場所作りをしていく｡ 

  ・加害側の生徒・保護者の精神的なケアが必要なことも念頭におき、声掛けをしながら心の 

内面を理解するように努める。 

内部資料が含まれるため非公開 
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８ 全校生徒への説明と対応 （状況により、学年の生徒または学級の生徒の単位で対応する） 

 (1) 概要説明 

  ・人権や個人のプライバシーに十分配慮して、必要なことのみ概要・経緯を伝える。 

(2) 学校としての指導方針 

・解決にむけて今後の指導方針を伝えるとともに、動揺を鎮めることを意識する。 

(3) 規範意識を育てる 

・「いじめは決して許されることではない」という認識をもたせる。 

・学校側も「いじめは絶対に許さない」という姿勢を強く持っていることを伝える。 
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６ 「いじめ、ネットいじめ」対応フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〔いじめ対応〕                  〔ネットいじめ対応〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報キャッチ 

対応チームの編成(必要に応じて関係者を集める) 

編成される組織は、発生した事案の状況によって次の 3 段階で対応するが、事案がいじめの疑

いがある場合には(2)で対応する。 

(1)合同会議 

(2)いじめ防止対策委員会（教頭、生徒指導主事、生徒相談担当、学年主任、特別支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰ 

ﾀｰ、養護教諭、その他関係職員〈正担任、部活動顧問、係等〉） 

(3)緊急対応チーム 

また必要に応じて外部機関（県教委、弁護士、警察、SSW、SC 等）と連携するものとする。 

事実確認 

①生徒からの聞き取り②情報の共有③保護者への連絡 

事実確認と実態把握（被害生徒・保護者の了解の下に） 

①証拠の保全②発見までの経緯③投稿者の心当たり④他の生徒の状況確認 

・継続的支援、見守り 

・保護者との連携 

・生徒同士の関係修復 

県

教

委

報

告 

加害者特定 

加害生徒と保護者への対応 

・投稿を削除させる 

・人権と犯罪の両面からの指導 

削除依頼の必要性の検討 

・依頼は被害者申請が原則 

・学校、県教委から申請可能な場合あり 外

部

機

関

と

相

談

連

携 

全校生徒への対応 

・全校集会、学年集会、学級指導 

・再発防止の観点重視 

被害生徒と保護者

への対応、 

心のケア 

新たないじめの未然防止、早期発見 継続的支援 

No 

Yes 

協議対応 

いじめ認知 

被害生徒

と保護者

への対応 

加害生徒と

観衆的生徒

と保護者へ

の対応 

傍観的生徒

と保護者へ

の対応 

危 機 対 応

（危機管理

マニュアル

に従う） 

No 

Yes 

No 

Yes 

削除の確認 

継続的支援 

・心のケア 

・関係の修復 

対応協議 

・被害生徒と保護者の心情に配慮した対応 

・外部との連携（県教委・警察・ＳＣ等） 

相談・連携する外部機関 

・心の支援課 026-235-7436      ・高校教育課 026-235-7430 

・長野県警察本部 026-232-4970    ・長野県警生活安全部サイバー犯罪対策室 026-233-0110 

・茅野警察署 0266-82-0110      ・法務省人権相談 0570-003-110   

 その他、ネットいじめへは前述の相談窓口へ 

内部資料のため非公開 
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●〈参考〉いじめに関する生徒と保護者に関する留意点について 

 

○「加害者」側の生徒、保護者への留意点 

 ・いじめを行なった「加害者」とその保護者について、「加害者」であることを認めたくない、 

又はいじめや加害の程度を低いものにしようと、以下のように発言する事例が一部に見られ

るようになっている。 

 

 

 

 

 

 

 (1)(2)については、「いじめ防止対策推進法」第２条のいじめの定義と、被害者側の訴えを理解 

してもらうことが必要になる。そのためには、学校は被害者が訴えている内容が、いじめにあ 

たる客観的な事実であるかどうかを厳格に把握する必要がある。そのために加害者である生徒本人 

が自らの言動を認めた自筆の事実文があることが望ましい。 

とりわけ、昨今のいじめ事案においては加害と被害が明確に分けられない場合が存在する（上下関 

係のある友人から「あいつイジメて来いよ」と言われたままに実行する、「おごるよ」と申し出てい 

た者が後に被害を訴える、からかわれていた者が暴力をふるう、「ケンカしようぜ」と互いに同意 

し結果として負けた者が被害を訴える等）。繰り返しになるが、学校はいじめにあたる客観的な事 

実を把握する必要がある。 

(3)については、そのような言動をされた時に、学校へ相談してもらえれば事実を確認の上、加 

害者を指導した（する）旨を伝える。 

(4)については、今回の指導とは別に調査、指導するので、その「その他の生徒が、いつ、誰に 

対して、どのような言動をしたのか」聴き取りし、対応する。が、そのことによって今回の言 

動が免責されるわけではないことも申し伝える。 

 

○「被害者」側の生徒、保護者への留意点 

・被害者側は、加害者への怒りと共に、学校に対してもその落ち度（教職員がその場にいた場 

合や学校が認識しながら速やかに対応しなかった等）を指摘してくる場合がある。学校の自 

己防衛的な発言、被害者の痛みに共感を示さない発言、いじめられた方にも原因があったな 

どの発言等は、それが事実であったとしても、時機を誤ると問題を複雑化させる。 

・被害者及びその保護者には今回受けた言動について、被害者本人の訴えで学校が事実を掌握した 

場合は、いじめた加害者を「あなたの証言に基づいて学校として指導する」旨を伝達しておくこ 

とが必要である。被害者が自らの証言元（情報元）であることを拒む場合には、他の生徒を含め 

た広範な聴き取りやアンケート等を実施することが必要である旨を伝達、同意を求めておくこと 

が必要になる。 

・新たな傾向として、被害者側が以下のような発言をする事例が生じている。 

(1)「これはいじめではなく、ふざけ合っていただけ」「相手の同意があって行ったこと」 

「うちの子は首謀者ではなく、首謀者の子の言いなりになっていただけで被害者である」 

(2)「本人がいじめだと言っていればいじめなのか（だとすればこの指導もいじめである）」 

(3)「私も同じようなことをされたことがあるのに、なぜ私は指導されるのか」 

(4)「同じような言動は他の生徒にもあったのに、なぜ自分たちだけが指導されるのか」 

 

内部資料のため非公開 
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(ア) や(イ)のような場合 

・学校が加害者側に指導することそのものは、被害者やその保護者に伝えるが、どのような指 

導をしているかは必ずしも明らかにする必要はない。加害者に反省を求め、被害者が安心し 

て登校できる状態にすることが目的であり、その指導は本校のこれまでの前例との整合性や 

加害生徒のこれまでの指導歴等に応じて行われるからである。また、退学処分を行うことが 

できるのは、入学式に保護者に説明、配布した「問題行動生徒に対する反省指導・懲戒処分 

について（ガイドライン）」に示してある通り、厳格な原則が存在する。 

そのような主張をする保護者に対しては、「入学式にお示ししたような反省指導を行い、加害 

者には自らの行為を振り返り、同じような行為を起こさないように指導しています」、「被害 

者の○○さんに対して申し訳ないという反省の気持ちを持つように指導しています」等と被 

害者の感情に寄り添った説明をしていく。 

・被害者が自殺又は自殺未遂に至ったような場合には、その原因や加害者への対応について、被害者に対 

する詳細な説明が必要になる（これについては、危機管理マニュアルに掲載） 

・保護者による警察への通報は、学校として妨げることはできない。 

 

(イ) のような場合 

・いじめによる欠席の扱いは①内規上の欠課時数の配慮、②「多様な学習ニーズ」の対象とす 

ること、③公欠等、学校として可能な対応が備えられ、必要であればそれらの対応を検討、 

該当するようであれば実施していく。いじめの程度によっては被害者がショックを受け、そ 

れによって登校できない状態になることはあり得るため、被害者の心情に寄り添った対応が 

必要なる。 

・が、ごく稀に「『いじめ』と学校に言えば、欠席を無くすことができる」「これで登校しなく 

ても自動的に進級、卒業できる」という姿勢の生徒、保護者も存在する、又はそう主張する 

ほど学校への不信感が高まっている場合がある。 

そのような場合、いじめによる欠席と「それ以外の欠席」を分けた上で、常日頃の欠席や学 

習意欲等、学校生活の状況を総合的に検討したうえで、判断していくことが求められる。欠 

席理由についての記録は、指導要録や通知票のためだけでなく、ここでも必要となる。 

・そのような訴えは多くの場合、保護者の悲しみやつらさを「学校に理解してもらえなかった」 

こと、二次感情であることが多い。 

 

(ア)「加害者が学校にいることによって、安心して登校させられない。加害者を退学にして 

ほしい」 

(イ)「学校の加害者側への指導に納得できない」「納得できないので警察に通報したい」 

(ウ)「うちの子はいじめられていたので、欠席が増加した。この期間の欠席は公欠にしてほ 

しい」「いじめが原因で精神的に登校できなくなりましたが、進級させてください」 

(4)「同じような言動は他の生徒にもあったのに、なぜ自分たちだけが指導されるのか」 

 

内部資料のため非公開 


